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　第1回と第2回は、法人税法22条2項と4項を確認し、第3回（前回：本誌2018.8.13号
14頁）は、平成30年度税制改正後の法人税法22条4項と22条の2の確認と検証を行った。
　この第1回から第3回までの連載を読まれた読者の方々から寄せられた感想や意見を見る
と、多くの読者が改正に疑問を持っていることがよく分かる。第4回目となる今回から最終
回の第6回までは、このような読者の方々から寄せられた感想や意見を念頭に置きながら検
証を進めることとする。
　今回と次回で検証するのは、『平成30年度　税制改正の解説』の説明である。
　毎年度の改正後に財務省から公表される『税制改正の解説』は、毎年度の改正を知る上で
欠かすことのできないものであり、この説明を詳しく検証することは、非常に重要である。

財務省『平成30年度  税制改正の解説』の説明の検証Ⅲ
　初めに、『平成30年度　税制改正の解説』の

「一　収益認識に関する会計基準等への対応」
における解説（266頁～ 289頁）の全般に関す
る疑問点等を簡記しておくこととする。
ⅰ　法人税基本通達の改正ではなく、法人税法

の改正（22条4項の改正と22条の2の創設）
を行わなければならなかった理由が明確では
ない

　従前から、法人税法には「一般に公正妥当と
認められる会計処理の基準」の内容に関する定
めは設けず、同基準の内容を勘案した取扱いは
法人税基本通達において定めることとされてい
る。このため、「一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準」の内容に変更があって、それ

に伴い、法人税における取扱いを定める必要が
ある場合には、そのような法人税法と法人税基
本通達との合理的な棲み分けの整理を踏まえ
て、法人税基本通達において必要な整備を行う
のが本来の正しい対応ということになる。
　それにもかかわらず、今回の改正において
は、「収益認識に関する会計基準」が公表され
たことを理由に挙げて、法人税基本通達の改正
ではなく、法人税法の改正（22条4項の改正と
22条の2の創設）を行っている。
　このため、今回の改正に関しては、法人税法
の改正によって「一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準」の内容の変更に対応したの
は、どのような理由によるものか、ということ
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を明確にする必要があるわけであるが、その理
由が明確に説明されていない。
ⅱ　「収益認識に関する会計基準」の「適用」

ではなく「公表」を改正理由とした理由、同
基準を適用しない中小法人や同基準の適用前
の法人にも適用する改正を行った理由、改正
を遡及適用した理由が明確ではない

　『平成30年度　税制改正の解説』において
は、「改正の趣旨」として「収益認識に関する
会計基準の公表」（268頁）を挙げており、「収
益認識に関する会計基準」の「公表」が22条4
項の改正と22条の2を創設する改正の理由とさ
れていることが分かるわけであるが、これらの
改正は、実際に同基準を適用した法人に対して
のみ適用されるというものとはなっておらず、
全ての法人に対して適用されるものとなってお
り、しかも、平成30年4月1日以後に終了する
事業年度から適用するという実質的な遡及適用
をするものとなっている。
　このため、「収益認識に関する会計基準」の

「適用」ではなく「公表」を改正理由とした理
由、同基準を適用しない中小法人や同基準の適
用前の法人にも適用する改正を行った理由、そ
して、改正を遡及適用した理由を明確に説明す
る必要がある。
　常識的に考えると、「収益認識に関する会計
基準」を適用した法人の取扱いを法人税基本通
達の改正によって定めれば済むはずであるにも
かかわらず、法人税法を改正して新たな条文を創
るという今回の異例の対応が本当に適切であっ
たのか、ということを判断するに当たっては、こ
れらの3つの理由の検証が非常に重要となる。
　しかし、これらの3つの理由のいずれについ
ても、そもそも説明自体が全く見当らない。
ⅲ　中小法人の取扱いが従前どおりとなるとい

う根拠が法人税法と法人税基本通達のどこに
存在するのかということが明確ではない

　『平成30年度　税制改正の解説』において

は、多くの改正を「明確化」と説明しており、
国税庁のホームページの解説においては、「中
小企業の会計処理については、従来どおり企業
会計原則等による会計処理が認められることと
されていますので、今般の通達改正により従来
の取扱いが変更されるものではありません。」

（「「収益認識に関する会計基準」への対応につ
いて」）などという説明も各所でなされている
が、中小法人の取扱いが従前どおりとなる根拠
が法人税法と法人税基本通達のどこに存在する
のかということが明確に説明されていない。
ⅳ　「収益認識に関する会計基準」の公表を改

正理由としながら、そこに定められている
「履行義務充足基準」等が22条の2に全く出
てきていない理由が明確ではない

　22条4項の改正と22条の2を創設する改正に
関しては、「収益認識に関する会計基準」の公
表が改正理由とされており、改正後の法人税基
本通達においては、「履行義務充足基準」等に
よる多くの取扱いが定められることとなってい
る。
　しかし、22条の2には、「収益認識に関する
会計基準」に定められている「履行義務充足基
準」等による取扱いを示す文言が全く出てきて
いない。
　このため、22条の2に「履行義務充足基準」
等による取扱いを示す文言が全く出てきていな
い理由を明確にする必要があるわけであるが、
その理由が明確に説明されていない。
ⅴ　法人税法において、「履行義務を充足した

時に又は充足するにつれて、収益を認識す
る」という考え方を採り得るのか、という理
論的な検討が行われたのか否か等が全く分か
らない

　上記ⅳにおいて述べたとおり、「履行義務充
足基準」等による取扱いの根拠となる法律の条
文が明らかではないわけであるが、法人税基本
通達においてそのような取扱いが新たに定めら
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れていることから、22条2項・4項又は22条の
2のいずれかの部分がその取扱いの法的根拠と
されているという前提に立った上で、理論的な
整理をしようとすると、まず初めに、そもそ
も、法人税法において、「履行義務を充足した
時に又は充足するにつれて、収益を認識する」

（「収益認識に関する会計基準」35項）という
考え方を採り得るのか、という根本的な疑問が
生じてくる。
　法人税法においては、従来、「権利

4 4

確定主
義」の例からも分かるとおり、「収益」を「権
利」に結びつけて収益認識の時期を判断すると
いう考え方はあっても、「収益」を「義務」に
結び付けて収益認識の時期を判断するという考
え方は、存在したことがない。「損金の額」に
ついても同様であり、22条3項2号の「費用の
額」に関しても、「義務」に含まれる「債務」
という用語を用いて同号に「債務

4 4

の確定しない
ものを除く」と定められている。
　換言すれば、法人税法においては、従来、

「収益」に関しては、「権利」があれば「義務」
を果たさなくても「収益」が生じ、「権利」が
なければ「義務」を果たしても「収益」は生じ
ない、と考えられてきたといってもよいわけで
ある。
　このような点からすると、「収益認識に関す
る会計基準」における「履行義務を充足した時
に又は充足するにつれて、収益を認識する」と
いう考え方、つまり、「約束」を履行した時に
又は履行するにつれて収益を認識するという考
え方を法人税における収益認識の考え方として
採用することができるのか、という根本的な疑
問が生じてこざるを得ない。
　本来は、法人税法における「収益認識に関す
る会計基準」への対応は、まず、この理論的な
検討から始めるべきであった、と考えられるわ
けであるが、その検討が行われたのか否かとい
うことも、全く分からない。

ⅵ　22条4項は2項・3項の「別段の定め」に
は適用されないものとして創設されているに
もかかわらず、平成30年度税制改正におい
て、22条4項は2項・3項の「別段の定め」に
も適用されると解釈した理由が明確ではない

　22条4項が2項・3項の「別段の定め」には
適用されないものとして創設されていることに
関しては、本稿のⅠ2（本誌2018.8. 6号16頁）
において詳しく述べたとおりである。
　しかし、平成30年度税制改正においては、
22条4項が2項・3項の「別段の定め」にも適
用されると解釈した上で、4項に「別段の定め
があるものを除き」という文言を挿入する改正
と22条の2を創設する改正を行っている。
　このため、22条4項が2項・3項の「別段の
定め」にも適用されると解釈した理由を明確に
説明する必要があるわけであるが、その理由が
説明されていない。
ⅶ　22条4項は2項・3項の「収益の額」等の
「計算」の定めとして創設されているにもか
かわらず、平成30年度税制改正において、
収益認識の時期の定めでもあると解釈した理
由が明確ではない

　22条4項が2項の「収益の額」と3項の「原
価の額」等の「計算」の定めとして創設されて
いることに関しては、本稿のⅠ2（本誌2018. 
8. 6号15頁）において詳しく述べたとおりであ
る。
　しかし、平成30年度税制改正においては、
22条4項が2項の「収益の額」の認識時期の定
めでもあると解釈した上で、22条4項に「別段
の定めがあるものを除き」という文言を挿入す
る改正と22条の2を創設する改正を行ってい
る。
　このため、22条4項が2項の「収益の額」の
認識時期の定めでもあると解釈した理由を明確
に説明する必要があるわけであるが、その理由
が説明されていない。
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ⅷ　役務の提供に係る「収益の額」の認識時期
を従前の「完了基準」から「提供基準」に早
めた理由が明確ではない

　本稿のⅡ2（1）③（本誌2018.8.13号19頁）に
おいて確認したとおり、22条の2第1項におい
ては、役務の提供に係る「収益の額」の認識時期
を従前の「完了基準」から「提供基準」に早めて
いるため、その理由を明確に説明する必要があ
るわけであるが、その理由が説明されていない。
ⅸ　「明確化」と説明しているものが10箇所あ

るが、その中の4箇所は従前から既に十分に
自明であったところであり、3箇所は従前の
解釈を誤って「明確化」の条文を創ったとこ
ろであり、残りの3箇所は従前の取扱いを変
更したところである

　「一　収益認識に関する会計基準等への対応」
における解説には、「明確化」と説明しているも
のが10箇所あるが、その中の4箇所（270・276・
277・278頁）は、従前から十分に自明であって
わざわざ「明確化」のために改正を行わなけれ
ばならないようなところでは全くなかったにも
かかわらず、条文を創ったり改正したりしたと
ころであり、3箇所（271左段・275・280頁）は、
従前の解釈を誤り、その誤ったものの「明確
化」のための条文を創ったところであり、残り
の3箇所（271右段・273・274頁）は、従前の
取扱いを変更した条文を創ったところである。
　改めて言うまでもないわけであるが、これら
の解説のいずれの部分においても、納得が得ら
れるような改正理由の説明は行われていない。
　このように、今回の改正は、「一　収益認識
に関する会計基準等への対応」において「明確
化」と説明している10個所の内容を確認すれ
ば、不要な改正であったことが明確となる。
　なお、「明確化」の改正については、改正理
由を詳しく説明せずとも済むわけであるが、

「明確化」という用語を用いて説明する改正は、
本来は、従前の取扱いを変更しない改正であ

る、ということを付言しておく。
ⅹ　「1 改正前の制度の概要」においては、本

来、22条2項と4項の創設の趣旨や4項が果
たしてきた役割等を述べるべきであるが、全
く述べられていない

　今回の改正は、昭和40年に22条が創設さ
れ、昭和42年に4項が追加されて以来の改正で
あるため、「改正前の制度の概要」において
は、2項と4項の創設の趣旨等を述べるのが通
常の改正の解説の行い方ということになる。
　しかし、解説においては、「1　改正前の制度
の概要」の中の「（1） 各事業年度の益金の額」

（266頁）と題した部分で2項と4項の条文を説
明文調にしただけのものが僅か11行で記載さ
れているのみであり、それらの創設の趣旨等
は、全く述べられていない。
　この「（1）各事業年度の益金の額」の記述を
平成30年度税制改正で廃止された返品調整引
当金の解説となっている「（2）返品調整引当
金」（266・267頁）の記述と比べてみると、前
者が僅か11行の条文のみの記述でしかないの
に対して、後者は90行近くにもわたる制度内
容の記述となっている。
　法人税法において最も重要な条文である22
条について、その創設以来、半世紀振りに改正
を行うというものでありながら、その創設の趣
旨等を全く述べず、条文のみを掲げて済ますと
いうことでは、誰もが疑問を覚えるはずである。
　本稿のⅠ2（本誌2018.8. 6号12頁）において
も述べたとおり、22条4項は、「税制簡素化」
を行うことを主たる理由として昭和42年に創
設されたものであり、最終的には、2項や3項
はそのまま存置することとされたものの、法人
税基本通達の簡素化には大きな役割を果たすこ
ととなった。22条4項が創設されて2年が経っ
た昭和44年に行われた法人税基本通達の抜本
改正においては、国税庁の「既往通達の存廃一
覧表」によれば、「一般に公正妥当と認められ
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る会計処理に従うこととし、税法上の立場から
は通達として定めないこととしたもの」という

「廃止理由」で廃止された既往通達の数は、64
にも及ぶ。
　要するに、22条4項を創設したことにより、
法人税法においては、条文が簡素化されること
はなく、内容も変更されることはなかったが、
法人税基本通達においては、大きな簡素化が図
られたわけである。
　22条4項を改正するということであれば、本
来は、同項が「税制簡素化」を主たる目的とし
て創設されたものであるということを説明し、
法人税基本通達を大きく簡素化したという同項
の果たしてきた役割を説明した上で、「収益認
識に関する会計基準」の「公表」を理由として
法人税法に新たな条文を創ったり法人税基本通
達に新たな大量の定めを設けたりすることが、
同項の創設の趣旨に反したり同項の役割に抵触
したりするものではない、ということを明確に
説明する必要があった、ということである。
ⅺ　「2　改正の趣旨」においては、通常の説明

の仕方とは反対に、収益認識に関して、金額
の説明を先に行い、時期の説明を後に行って
いる

　22条2項に関しては、「収益の額」を認識す
べき時期を定めていることに同項の最も重要な
意義があるため、従前から、いずれの解説書等
においても、まず、その時期の解説を行い、そ
の後に、その金額等の説明を行っているはずで
ある。「3　改正の内容」においても、まず、

「（1）収益の額を益金の額に算入する時期」と
して収益認識の時期の説明を行い、その後に、

「（2）収益の額として益金の額に算入する金
額」として収益の額の説明を行っている。
　しかし、改正理由を説明することとなる「2
　改正の趣旨」においては、この順序が反対に
なっており、「（1）収益認識に関する会計基準
の公表」の後に、「（2）収益の額として益金の

額に算入する金額」として収益の額の説明を行
い、その後に、「（3）収益の額を益金の額に算
入する時期」として収益認識の時期の説明を
行っている。
　このように、通常は採られることのない説明
の仕方とする場合には、必ず、理由があるはず
であるが、その理由が何かということを考えて
みると、「2　改正の趣旨」の「（3）収益の額を
益金の額に算入する時期」に「今回、収益認識
に関する会計基準の導入を契機として、収益の
額についての上記（2）で述べた定めが設けられ
たことにあわせて、収益の認識時期についても
通則的な規定が設けられました。」（271頁）と
いう記述があることがヒントになるものと考え
られる。
　つまり、今回の改正の改正理由は、収益認識
の時期にあるのではなく、収益の額（法法22
の2④・⑤）にあると捉えられている、という
ことである。

「（6）公正処理基準と別段の定めと
の関係の明確化」（「3　改正の内
容」）の説明の検証
1

　今回の改正は、22条に定められていたこと
を改正したものであり、同改正において22条4
項に「別段の定めがあるものを除き」という文
言を追加する改正を行っており、しかも、22
条が22条の2よりも条文番号が若いことから、
本稿の以下の検証は、22条の2の解説を22条4
項の解説の先に行うという『平成30年度　税
制改正の解説』の順序とは異なるが、通常の解
説の順序どおりに、22条4項の改正の解説が先
にあるものとして、同項の改正の解説の検証か
ら始めることとする（注）。

（注）『平成30年度　税制改正の解説』におい
ては、通常の解説の順序とは異なり、22条
の2の解説を22条4項の解説の先に行い、22
条の2の解説においても、改正理由を述べる
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「2　改正の趣旨」では、「収益の額として益
金の額に算入する金額」の解説を「収益の額
を益金の額に算入する時期」の解説の先に行
うという異例の順番で解説が行われている

（上記ⅺ参照）。
　このように、今回の解説の順番が通常の解
説の順番と大きく異なっているのは、法人税
法改正を行う理由があったということを強調
する意図によるものであると考えられるわけ
であるが、本稿においては、解説に記されて
いることを正しく検証するために、通常の解
説の順番どおりに解説が行われているものと
して、解説の検証を行うこととしている。

（1）法人税法22条4項と「別段の定め」との
関係

　22条4項に「別段の定めがあるものを除き」
という文言を追加したことに関しては、「3　改
正の内容」の「（6）公正処理基準と別段の定め
との関係の明確化」（280頁）において、次の
ように説明されている。

　資産の販売等に係る収益の額を益金の額
に算入する根拠規定としては、法人税法第
22条と併せて同法第22条の2の規定を適用
するという構成と整理されました。また、
売上原価及び償却費についても、法人税法
第22条と併せて同法第29条、第31条又は第
32条が適用されて損金の額に算入する根拠
規定となるような規定ぶりとなっています。

　この説明は、22条3項と29条等に関して、
「法人税法第22条と併せて同法第29条、第31
条又は第32条が適用されて損金の額に算入す
る根拠規定となるような規定ぶりとなってい

（る）」という理解に基づいて、22条2項と22
条の2に関しても、同じ構成とした、と述べた
ものである。
　しかし、22条3項と29条等の関係は、22条2

項と22条の2の関係と同じものではない。
　22条は、款の見出しが「第2款　各事業年度
の所得の金額の計算の通則」となっていること
からも分かるとおり、「通則」を定めるもので
あって、3項も、「損金の額」の「通則」を定
めるものということになる。一方、29条等は
どうかというと、22条3項の「別段の定め」と
されている。つまり、22条3項と29条等の関
係は、「通則」と「別段の定め」という関係に
なっているわけであり、これは、「原則」と

「特例」と言い換えてもよい関係である。
　22条3項と29条（棚卸資産の売上原価等の
計算及びその評価の方法）との関係に関して言
えば、22条3項1号の「売上原価」の額を同項
において計算する場合に用いることとなる期末
棚卸資産の価額については29条1項で定める、
という関係となっており、22条3項において同
項1号の「売上原価」の額を計算する場合に
は、「特例」（「別段の定め」）である29条1項に
よって期末棚卸資産の価額を計算しなければな
らないわけである。この関係は、「原則」によ
る「売上原価」の額の計算の一部に「特例」に
よる計算を行なわなければならない部分があ
る、という関係であり、このような関係にある
ことは、29条1項の条文からも明確に確認する
ことができる。この29条1項は、「第22条第3
項〔中略〕の規定により各事業年度の所得の金
額の計算上当該事業年度の損金の額に算入する
金額を算定する場合におけるその算定の基礎と
なる当該事業年度終了の時において有する棚卸
資産〔中略〕の価額は、……とする。」と定め
られている。
　これに対して、22条2項と22条の2第1項の
関係は、本稿のⅡ2（1）（本誌2018.8. 13号16頁）
において述べたとおり、22条2項の「解釈」を
法律の条文にして22条の2第1項に置いた状態
となっており、「原則」による「収益の額」の
計算の一部に「特例」による計算を行なわなけ
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ればならない部分がある、という関係ではな
い。22条の2第1項は、上記の29条1項のよう
な規定の仕方とはなっておらず、「内国法人の
資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供（以下
この条において「資産の販売等」という。）に
係る収益の額は、別段の定め（前条第4項を除
く。）があるものを除き、その資産の販売等に
係る目的物の引渡し又は役務の提供の日の属す
る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に
算入する。」というように、22条2項と同じこ
とを行わせる規定の仕方となっている。そし
て、22 条 2 項と 22 条の 2 第 1 項は、いずれも

「別段の定め」があるものを除くこととして、
お互いに他方の規定を働かせることとしている
わけである。
　このように、22条3項と29条等の関係が22
条の2を創る根拠となるものではないというこ
とは、条文の規定の仕方を見ただけでも、直ぐ
に分かることである。
　要するに、「明確化」をしたという「公正処
理基準と別段の定めとの関係」の理解がそもそ
も誤っている、ということである。
　法人税法には、22条の2を除き、条文の「解
釈」を当該条文と「併せて」規定してよいなど
と解することができるものは、存在しない（注）。

（注）法律の条文の「解釈」は通達や解説など
で示すべきものであって、法人税法以外の法
律にも、条文の「解釈」を当該条文と「併せ
て」条文にしたなどというようなものは、存
在しないはずである。

　また、「（6）公正処理基準と別段の定めとの
関係の明確化」（280頁）においては、次のよ
うに説明されている。

　このように、法人税法第22条の規定と同
法第22条の2以下の規定とが併さって益金
の額又は損金の額の根拠規定となる場合に

は、法人税法第22条第4項の規定と同法第
22条の2以下の規定とが抵触する場合があ
ります。このような場合の優先関係につい
て、今回、法人税法第22条の2の創設を契
機として、同法第22条の2以下の規定が優
先することが明確化されました。具体的に
は、法人税法第22条第4項の規定は、別段
の定めがある場合には適用しないこととさ
れました（法法22④）。

　この説明は、従前、22条4項は2項と3項の
「別段の定め」である23条以下に適用されるも
のであった、という認識に基づき、22条の2を
平成30年度税制改正によって新たに設けたこ
とにより、4項に「別段の定めがあるものを除
き」という文言を追加しなければ、4項が22条
の2以下に適用されることになってしまう、と
理解したものとなっている。
　つまり、昭和42年に4項を新たに設ける改正
を行った際に、「別段の定めがあるものを除
き」という文言を挿入しておくべきであったに
もかかわらず、その文言が漏れてしまっていた
ため、平成30年に、22条の2を創設したこと
を契機に、同項にその文言を挿入して是正し
た、というように解される内容の説明をしてい
るわけである。
　この改正漏れを是正したことを見出しで「公
正処理基準と別段の定めとの関係の明確化」と
表現しているわけである。
　しかし、本稿のⅠ2（本誌2018.8. 6号17頁）
において確認したとおり、22条4項は、2項と
3項の「別段の定め」である23条以下に適用さ
れるものではない。　
　要するに、「明確化」を行ったとしている

「公正処理基準と別段の定めとの関係」の理解
がそもそも誤っているわけである。
　上記の説明の「このように」という部分は、

「売上原価及び償却費についても、法人税法第
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22条と併せて同法第29条、第31条又は第32条
が適用されて損金の額に算入する根拠規定とな
るような規定ぶりとなっています。」という記
載の中の例を指している。このため、22条3項
の「売上原価」と29条との関係を見てみると、
既に確認したとおり、29条1項では、22条3項
において「売上原価」の額を計算する場合に用
いることとなる期末棚卸資産の価額を定める、
という関係となっている。そして、本稿のⅠ2
において確認したとおり、29条1項は、22条3
項の「別段の定め」であるため、29条1項の期
末棚卸資産の価額の定めには、22条4項は適用
されず、期末棚卸資産の価額に関しては、22
条4項とは関係なく、29条1項の定めのみで算
出することとなるわけである。
　このように、22条4項は、2項と3項の「別
段の定め」に適用されるということはなく、当
然のことながら、4項と「別段の定め」とが

「抵触する」などということもなければ、「優先
関係について〔中略〕明確化」をしなければな
らないという事情も全くない。
　「3　改正の内容」の「（1）収益の額を益金の
額に算入する時期」の「① 原則」の注1にお
いても、上記の引用と同じ趣旨の次のような説
明が行われている。

　〔22条4項と22条の2の〕優先関係を明確
にするために、収益認識の時期については
法人税法第22条第4項が適用されないこと
とされたものです。

（273頁）

　この説明は、22条4項が「収益認識の時期」
に適用されるという前提に立つものとなってい
るわけであるが、同項の文言上も同項が「収益
の額」等の「計算」に関する定めであって「収
益認識の時期」に関する定めでないことは明ら
かであり、また、本稿のⅠ2（1）①（本誌2018.8.6
号14頁）で確認したとおり立法過程からみても

4項が「収益の帰属の時期」に関する定めとさ
れていないことが明らかである（注）。

（注）判決の中には、4項が収益の計上時期の
定めでもあると解釈をしたものもあるが、そ
のような解釈に対しては、その解釈が誤りで
あることを具体的な根拠を示して説明するこ
とが必要となるわけであって、4項の解釈を
誤った判決があることが同項を改正する理由
となるわけではない。

　本稿のⅠ2（2）（本誌2018.8. 6号20頁）にお
いて述べたとおり、22条4項は、文理解釈によ
るとすれば、2項と3項の「別段の定め」に適
用されるとも解釈され得る定め方となっている
ため、「別段の定め」には適用されないことを
明確化することが必要であるという主張は、当
然、有り得るわけであるが、そのような「明確
化」は、『昭和42年　改正税法のすべて』にお
いて述べられていたように（本稿Ⅰ2（1）①

（本誌2018.8. 6号16頁）参照）、その旨を解説
することによって行うべきものであって、法律
の条文を創ることによって行うべきものではな
い。
　要するに、22条4項に「別段の定めがあるも
のを除き」という文言を追加する今回の改正
は、本来は、不要な改正であり、通常は、いわ
ゆる “空振り” として、特に意識せずとも良い
わけであるが、しかし、同項の改正は、それで
は済まない問題を生じさせることとなっている。
　その問題とは、昭和42年に4項が創設された
時から平成30年に改正されるまでの約半世紀
の間、同項は2項と3項の「別段の定め」にも
適用されていた、というように、4項と「別段
の定め」との関係を従前の捉え方とは異なる平
成30年度税制改正の捉え方に置き換えて、法
人税法の骨格を成す構造に関する理解をリセッ
トする必要があるのか、という問題である（注）。

（注）平成30年度税制改正においてこのような
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特異な問題が初めて生じたというわけではな
く、平成18年度税制改正からこれと同種の問
題が生ずるようになった。これに関しては、
最終回において、改めて述べることとする。

　4項と「別段の定め」との関係をどのように
捉えるのかということは、法人税法と企業会計
等との関係をどのように考えるのかということ
に繋がるものであって、決して無視できるよう
な小さな問題ではない。
　これに関しては、筆者としては、結論を要約
すると、4項は「別段の定め」にも適用される
と考えたのは勉強不足と検討不足によるもので
あって、従前の捉え方を変える必要は全くな
い、と考えている（注）。

（注）筆者が知る当時の条文案の企画立案担当
者の方々は、僅か1行か2行の条文を書き誤
るような方々ではない。当時、武田昌輔先生
や吉牟田勲先生を初めとする方々は、その多
くが既に昭和40年の改正前に優れた著書と
有益な論考の執筆を重ねてこられた方々で
あって、昭和42年前に既に十分過ぎる程の
条文案作成の経験を積まれており、本稿のⅠ

（本誌2018.7. 30号5頁）で記したとおり、立
法過程を見ても、長期に亘って深度のある検
討を行い、何度も条文案を作成して検討を繰
り返し、外部の識者の方々の意見を聞いて検
討を重ねるというようなことも行いながら、
条文案を創り上げておられる。　

　この問題は、本来、その内容を深く掘り下げ
て論じてもよいものであるが、平成30年度の

「収益認識に関する会計基準等への対応」を検
証するという本稿のテーマとして与えられたも
のの中には収まりきれないため、筆者の結論の
要約に止めることとする。
（2）「収益の認識の単位」
　「（6） 公正処理基準と別段の定めとの関係の

明確化」（280頁）の注記においては、次のよ
うに記載されている。

　収益認識に関する会計基準による収益の
認識のステップ2（収益の認識の単位）につ
いては、法人税法第22条の2において規定
されていないため、同法第22条第4項の射
程内となると考えられます。したがって、
ある取引につき、法人税法第23条以下に定
めがない場合には、〔中略〕認識の単位が同
法第22条第4項で規定されているという構
造となります。

　この注記において「収益の認識のステップ2
（収益の認識の単位）」と言われているものは、
「収益認識に関する会計基準」において、次の
ように記載されている。

（2）契約における履行義務を識別する（第3
項から第34項参照）
　契約において顧客への移転を約束した
財又はサービスが、所定の要件を満たす
場合には別個のものであるとして、当該
約束を履行義務として区分して識別する。

（17項（2））

　「収益認識に関する会計基準」においては、
「単位」とは収益を認識することとなる「ひと
まとまりのもの」という意味で用いられている
わけであるが、このように、処理を行うに当
たって、その処理を行うべきものをどのように
区分して「ひとまとまりのもの」と捉えるのか
ということは、収益に限らず、資産・負債・費
用等においても、問題となるものである。
　今回の改正前においては、そのような問題
は、「単位」という用語は使わずに「区分」と
いう用語を使って語られていたわけであるが、
その性質上、企業会計よりも、民法・商法・会
社法等の取扱いを参照しつつ、判断がなされて
いた。
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　この「区分」や「単位」に関しては、そもそ
も 22 条 4 項は 2 項と 3 項の「収益の額」等の

「計算」の定めであって「収益の認識の単位」
の定めではないこと、22条2項や3項だけでな
くそれらの「別段の定め」においても処理を行
うに当たってどのように区分をするのかという
ことが問題となること、中小法人や「収益認識
に関する会計基準」を適用する前の法人も同基
準の適用対象となる取引を行うことがあるため
その取引の処理を行うに当たってどのように区
分をするのかということが問題となること、

「収益認識に関する会計基準」の適用対象とは
ならない収益についても処理を行うに当たって
どのように区分をするのかということが問題と
なること、収益に限らず資産・負債・費用等に
おいても処理を行うに当たってどのように区分
をするのかということが問題となることなどに
留意しておく必要がある。
　また、上記の注記において「収益の認識のス
テップ2（収益の認識の単位）」と言われてい
るものは、「収益認識に関する会計基準」にお
いて、契約における「履行義務」を識別するも
のとされているわけであるが、この「履行義
務」に関しては、同基準の7項において、次の
ように定義されている。

7.　「履行義務」とは、顧客との契約におい
て、次の（1）又は（2）のいずれかを顧客に
移転する約束をいう。

　（1）（2）省略

　この「収益認識に関する会計基準」の7項の
記述から分かるとおり、「履行義務」は「約
束」と定義されているわけであるが、同基準に
おいてのみならず、同基準の取扱いと同じ取扱
いを定めた法人税基本通達においても、「履行
義務が一定の期間にわたり充足される」（法基
通2－1－21の2）というように、この「履行
義務」に関しては、日本語として明らかに誤っ

た使い方がされている。「約束」は、「履行され
る」と言うことはあっても、「充足される」と
言うことはない。「充足」とは、「満たすこと」
を言うものであり、「履行義務が……充足され
る」という文章は、日本語として明らかに誤っ
ているわけである。そもそも、定義語とはい
え、「履行義務」という用語も、「履行」を行わ
なくてよい「義務」があるはずはなく、また、

「約束」と「義務」も明らかに異なる概念であ
るため、多分に疑問のある造語と言わざるを得
ない。「約束」という内容のものについて定義
をするということであれば、「約束」という用
語を用いるのが定義のルールであると言ってよ
いはずである。
　我が国の会計基準を諸外国の会計基準に合わ
せざるを得ない状況にあることは誰もが理解し
ているところであり、諸外国の会計基準に合せ
て作った我が国の会計基準が直訳の感があるも
のとなってしまうことには止むを得ないところ
があると考えられるが、我が国の法令通達やそ
の解説において、企業会計に合わせて、明らか
に誤った日本語を使うということになってしま
うと、さまざまな解釈上の問題が生ずることと
ならざるを得ない。
　例えば、「履行義務が一定の期間にわたり充
足される」という文言に当てはまるのか否かと
いうことが争いとなった場合について考えてみ
ると、この文言が日本語として正しくないた
め、その文理に従って内容を明らかにした上で
該否を判断するという、正しい解釈と適用が行
い得ないわけである。
　従前は、会計基準の改正に対応して税務上の
取扱いを見直すという場合であっても、このよ
うに、そもそも日本語として正しくない文言を
そのまま税務上の判断基準に持ってきて、その
文言に該当するのか否かということによって課
否を判断するなどということは、無かったはず
である。
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　このように、今回の改正が前例のない問題の
ある状況を生じさせてしまったのは、22条4項
が2項や3項のような「創設的、強制的規定」
ではなく、「一般に公正妥当と認められる会計
処理の基準」を「尊重」するべきであるという

「計算心得を宣言、確認する規定」である、と
いうことを正しく理解しないまま改正が行われ
たことに、主たる原因があるものと考えられる。
（3）法人税法22条2項と22条の2の関係
　「（6）公正処理基準と別段の定めとの関係の
明確化」（280頁）の注記においては、次のよ
うな記載も存在する。

　ある取引につき、法人税法第23条以下に
定めがない場合には、その取引から益金算
入すべき収益の額が生ずることが同法第22
条第2項で規定され、認識時期及び益金の額
が同法第22条の2で規定され〔中略〕ると
いう構造となります。

　この記述は、23条以下に「別段の定め」が
ないという場合に、22条2項と22条の2とがど
のような関係となっているのかという収益認識
の基本構造を説明したものである。
　この説明によれば、収益認識の根拠規定が
22条2項であって、同項によって認識した収益
に関する認識時期と金額の根拠規定が22条の2
である、ということになる。
　しかし、現実に定められた条文は、そのよう
に解される状態とはなっておらず、本稿のⅡ2
（1）①（本誌2018.8. 13号16頁）等でも述べた
とおり、22条2項の「解釈」を22条の2という
条文にして並べて、同じことを2つの条文で定
めた、という状態となっている。
　今回の改正に対しては、22条の2をいくら読
んでも同条と22条2項・4項との関係が分から
ないという声、財務省の『平成30年度　税制
改正の解説』や国税庁のホームページの説明を
いくら読んでも改正内容がよく分からないとい

う声などが少なくないわけであるが、その主た
る原因は、上記（2）においても述べたとおり、
4項の性格を正しく理解しないまま改正を行っ
ていること、そして、上記のとおり、本来は通
達や解説で述べるべき2項の「解釈」を22条の
2という法律の条文にしたこと、この2つにあ
ると考えられる。

「（3） 収益の額を益金の額に算入す
る時期」（「2　改正の趣旨」）の説
明の検証
2

　「2　改正の趣旨」の「（3） 収益の額を益金の
額に算入する時期」（271頁）においては、「引
渡基準」を定めた22条の2第1項を創設した趣
旨について、「権利確定主義」が正しいと判示
した平成5年11月25日の最高裁判決を冒頭に
挙げて解説を行うという、異例の説明を行って
いる。
（1）平成5年11月25日の最高裁判決
　「（3）収益の額を益金の額に算入する時期」
の冒頭において引用されている平成5年11月
25日の最高裁判決の引用部分は、次のとおり
である。

　ある収益をどの事業年度に計上すべきか
は、一般に公正妥当と認められる会計処理
の基準に従うべきであり、これによれば、収
益は、その実現があった時、すなわち、そ
の収入すべき権利が確定したときの属する
年度の益金に計上すべきものと考えられる

　この平成5年11月25日の最高裁判決におい
ては、上記引用のとおり、「収益は、その実現
があった時、すなわち、その収入すべき権利が
確定したときの属する年度の益金に計上すべき
ものと考えられる」と判示しているわけである
が、この判示は、第一審において、国側が次の
ように主張したことに由来するものと考えられ
る。
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　法人税法二二条四項において「当該事業
年度の収益の額及び損金の額は、一般に公
正妥当と認められる会計処理の基準に従つ
て計算されるものとする。」旨が規定されて
いることから、法人所得の計算についても
発生主義すなわち、財貨の移転や役務の提
供などによって債権が確定したときに収益
が発生するとする権利確定主義が妥当する。

（神戸地裁昭和61年6月25日判決）

　仮に、この事件の裁判において、本稿の「Ⅰ　
法人税法22条2項及び4項の確認」において引
用した試案・改正案とそれらの変化を説明する
資料が証拠資料として提出されていたとした
ら、このような判示がなされることはなかった
はずである。ただし、その場合には、国側は、
敗訴していたものと考えられる。
　我が国においては、税務訴訟の裁判の判決に
よって税法の条文の解釈が歪むということが頻
繁に起こっているわけであるが、筆者は、その
主たる原因は国側が裁判で勝つことを優先して
税法の条文の解釈を事件ごとに都合よく主張す
ることにある、と考えている。
　我が国の裁判官の多くが税法に関する知見が
十分ではなく、国側の勝訴率が8割を超えると
いう状況の下では、税法の法解釈に関する判決
については、他法の法解釈に関する判決とは異
なり、「判例」と称して検証もせずにそのまま
引用するなどというようなことではなく、常
に、条文に戻ってその判決の解釈の適否を十分
に検証した上で、引用の適否を慎重に判断す
る、ということが不可欠である。　
（2）改正前の状態の認識
　「（3） 収益の額を益金の額に算入する時期」
においては、平成5年11月25日の最高裁判決
を引用した後、その判決について「以後多く引
用されています。」と述べた上で、その判決で
判示された解釈について、次のとおり、批判等

があると述べている。

　一方、法人税法においては、不法所得や
無償譲渡についても課税対象としていると
ころですが、「収入すべき権利」の「確定」
という概念は、不法所得については当ては
まらないといった批判や、無償譲渡について
は適用できないといった論点があります。

　この記述は、平成5年11月25日の最高裁判
決で判示された解釈には問題がある、というも
のであるわけであるが、しかし、そのように述
べた後に、続けて、次のように、この判決で判
示された解釈を肯定したかのような記述を行っ
ている。

　この「実現」や権利の「確定」とはいか
なる状態を指すのかという点については、原
則として、資産の販売又は譲渡については
その資産の引渡しとされ、請負については
役務の提供の完了とされています。

　この記述は、平成5年11月25日の最高裁判
決で判示された解釈を敷衍するものであるた
め、ここまで読むと、普通の読者であれば、こ
の解説を書いた者はこの解釈に批判はあるもの
のこの解釈が正しいと認識している、と受け取
ることとなるはずであるが、しかし、この記述
の後には、次のように、再度、この解釈を否定
する内容の記述を行っている。

　ただし、これと異なる時点であっても一般
に公正妥当と認められる会計処理の基準に
従った処理の範囲内であればその時点で収
益を認識することも認められています。

　これでは、この解説を書いた者は、従前、22
条2項における収益認識の時期の原則とされて
いた判断基準が何であったと認識しているの
か、ということが、全く分からない。
　このように、「（3）収益の額を益金の額に算
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入する時期」における冒頭から上記の記述まで
の説明に関しては、その構成に従って記述を正
確に整理してみても、その主旨が不明であると
言わざるを得ないわけであるが、それに止まら
ず、それぞれの記述の内容にも、疑義がある。
　上記の「ただし……」という記述に関して
も、従前の取扱いに関する理解が誤っているこ
とが明らかである。本稿のⅡ2（2）①（2018.8. 13
号22頁）において述べたとおり、改正前には、
法人税基本通達において、検針日基準を初めと
して、引渡しの日や完了の日ではない日に収益
認識を行うことができることとする取扱いが定
められていたが、これらは、「一般に公正妥当
と認められる会計処理の基準に従った処理の範
囲内」であることを理由として認められていた
わけではなく、税法上もそれらを認めることが
適当であると判断されたために認められていた
わけであって、「一般に公正妥当と認められる
会計処理の基準に従った処理の範囲内」であれ
ば何でも認められていたということではない。
　上記の「ただし……」という記述の後には、
次のように、「収益認識に関する会計基準」が
採る「履行義務充足基準」によって判断した収
益認識の時期が「実現主義」や「権利確定主
義」によって判断した収益認識の時期と「大幅
には変わらないと考えられます」と述べている。

　収益認識に関する会計基準における収益
の認識時期である「履行義務を充足した時
に又は充足するにつれて」について、顧客
が資産に対する法的所有権を有しているこ
とや企業が資産の物理的占有を移転したこ
と等を考慮することとされていることから、

「実現」や権利の「確定」の時期と大幅には
変わらないと考えられます。

　収益認識の時期の原則について、「引渡基
準」と「完了基準」を採ったとしても、「権利
確定主義」を採ったとしても、また、「実現主

義」を採ったとしても、結果が「大幅には変わ
らない」ということは、誰もが分かっているこ
とであり、結果が「小幅に変わる」ということ
があるため、いずれを採るのかということが問
題とされてきたわけである。本稿のⅠ1（1）（本
誌2018.7. 30号8頁）で引用した『昭和40年　
改正税法のすべて』の記述でも、「一致すると
いう保証がない」ということが「実現主義」を
採らなかった理由であると説明されている。
　つまり、「大幅には変わらない」ということ
を理由として、いずれの基準を採ってもよいと
いうことになるわけではなく、理由を説明する
こともせずに「完了基準」を「提供基準」に変
えて収益認識の時期を早めてよいなどというこ
とになるわけでもない、ということである。
（3）収益認識の時期に関する「通則的な規定」

を設けた理由
　「（3） 収益の額を益金の額に算入する時期」
においては、上記（2）の最後の引用部分に続け
て、次のとおり、収益認識の時期に関する「通
則的な規定」を設けた理由が述べられている。

　今回、収益認識に関する会計基準の導入
を契機として、収益の額についての上記（2）
で述べた定めが設けられたことにあわせて、
収益の認識時期についても通則的な規定が
設けられました。

（271頁）

　上記の説明からすると、収益認識の時期に関
して「通則的な規定」である22条の2第1項を
設けたのは、「収益の額についての上記（2）で
述べた定めが設けられたこと」にあわせた

4 4 4 4

ため
であって、同項を設けなければならない独自の
理由はなかった、ということになる。　
　法令作成の常識からすると、創る理由のない
条文は、創ってはならない。
（4）「引渡基準」と「提供基準」を採った理由
　22条の2第1項においては、収益認識の時期
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に関して、「引渡基準」と「提供基準」を採っ
ているわけであるが、その点に関しては、上記
（3）の引用部分に続けて、次のように述べられ
ている。

　権利の確定といった対価の流入の側面に
着目するのではなく、上記の無償譲渡に関
する論点や上記（2）で述べた収益の額につい
ての考え方との整合性も考慮して、資産の
引渡し又は役務の提供の時点を収益認識の
原則的な時点とすることで、従来の「実現」
や権利の「確定」といった考え方及び収益
認識に関する会計基準における考え方とも
整合的となる規定とされました。

（271頁）

　上記の説明においては、「権利の確定といっ
た対価の流入の側面に着目するのではなく」と
述べながら、「従来の……権利の「確定」といっ
た考え方……とも整合的となる規定とされまし
た」と述べているが、これでは、「権利の確定
といった対価の流入の側面に着目」をせずに、
何故、「権利の「確定」といった考え方……と
も整合的」となるのか、不明である。
　また、上記の説明においては、「上記の無償
譲渡に関する論点……との整合性も考慮して」、

「資産の引渡し……の時点を収益認識の原則的
な時点とする」と述べており、この「上記の無
償譲渡に関する論点」とは、「「収入すべき権
利」の「確定」という概念は……無償譲渡につ
いては適用できないといった論点」（271頁）
とされているわけであるが、この記述には、次
のような問題がある。
ⅰ　「「収入すべき権利」の「確定」という概念

は……無償譲渡については適用できない」と
いうことが「資産の引渡し又は役務の提供の
時点を収益認識の原則的な時点とする」とい
う結論を導く理由となるわけではないため、

「資産の引渡し又は役務の提供の時点を収益

認識の原則的な時点とする」ということであ
れば、そうする理由を述べる必要がある。

ⅱ　「「収入すべき権利」の「確定」という概念
は……無償譲渡については適用できないと
いった論点」との「整合性」を考慮して規定
を設けたということであれば、その規定は、

「従来の……権利の「確定」といった考え方
……とも整合的」とはならないはずである。

　また、上記の説明においては、「上記（2）で
述べた収益の額についての考え方との整合性も
考慮して」、「資産の引渡し又は役務の提供の時
点を収益認識の原則的な時点とする」と述べて
いるわけであるが、法人税法においては、「収
益の額」や「原価の額」等については、それら
を計上すべき時期が来た場合には、それらの金
額が確定していないときであっても、それらの
金額を見積もって計上する必要がある、という
考え方が採られており、「収益の額についての
考え方との整合性」を考慮して収益認識の時期
を決めるというのでは、そもそも順序が逆であ
る、という批判を受けることとならざるを得な
い。
　要するに、今回の改正は、「収益の額」につ
いて、認識する時期はどのようにして判断する
べきかということを考え、その後に、認識する
金額はどのようにして計算するべきかというこ
とを考える、というのが本来のあり方であるに
もかかわらず、その逆のことを行っているわけ
である。
　このようなことでは、本来、必要のない改正
を行ったり、適切でない内容の改正を行った
り、不自然な順序で解説を行なったりせざるを
得なくなってしまう。
　また、上記の説明においては、「資産の引渡
し又は役務の提供の時点を収益認識の原則的な
時点とすること」で、「従来の……考え方……
とも整合的となる規定とされました」と述べて
いるが、この記述には、次のような問題がある。
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ⅰ　本稿のⅠ1（本誌2018.7. 30号5頁）で確認
したとおり、法人税法においては、従来、

「「実現」や権利の「確定」といった考え方」
は、採って来なかった。

ⅱ　「資産の引渡し又は役務の提供の時点を収
益認識の原則的な時点とすること」は、「「実
現」や権利の「確定」といった考え方」と整
合的ではない。

　また、上記の説明においては、「資産の引渡
し又は役務の提供の時点を収益認識の原則的な
時点とすること」で、「収益認識に関する会計
基準における考え方とも整合的となる規定とさ
れました」と述べているが、「収益認識に関す
る会計基準」においては、収益認識の時期に関
して「履行義務充足基準」を採っており、「引
渡基準」や「提供基準」は採っていないため、
上記の説明は誤っていると言わざるを得ない。
（5）「近接日基準」を創設した理由
　「（3） 収益の額を益金の額に算入する時期」
における説明においては、「近接する日」に収
益を認識する規定を設けた理由が次のように述
べられている。

　従来の取扱いを踏まえ、一般に公正妥当
と認められる会計処理の基準に従ってその
資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に
係る契約の効力が生ずる日その他の引渡し
又は提供の日に近接する日の属する事業年
度の確定した決算において収益として経理
した場合には、その経理した事業年度の益
金の額に算入することが明確化されました。

（271頁）

　この説明には、次のような疑義がある。
ⅰ　「従来の取扱い」においては、「引渡基準」

と「完了基準」が採られていたが、それら

は、「一般に公正妥当と認められる会計処理
の基準」に従って採られていたわけではな
く、22条2項の「当該事業年度の収益の額」
の解釈として採られていたものである。

ⅱ　「従来の取扱い」においては、役務の提供
に係る「収益の額」の認識の時期の判断基準
は、「完了基準」とされており、「提供基準」
とはされていなかった。

ⅲ　「従来の取扱い」は、検針日基準の例から
も分かるとおり、収益認識の時期として適当
であるものについては個別に認めるというこ
とになっていたものであって、「近接する
日」であれば認めるということになっていた
わけではない。

ⅳ　「従来の取扱い」である検針日基準等は、
「一般に公正妥当と認められる会計処理の基
準」に従うことを要件とするものではなかっ
た。

ⅴ　企業会計原則や「収益認識に関する会計基
準」においては、「引渡基準」や「提供基
準」は採られておらず、「実現主義」や「履
行義務充足基準」が採られているため、「一
般に公正妥当と認められる会計処理の基準」
に従っていることを22条の2第2項の適用要
件とすべき根拠はない。

ⅵ　「近接日基準」の創設は、「従来の取扱い」
を変更するものであって、「明確化」ではな
い。

　「（3）収益の額を益金の額に算入する時期」
における解説に関しては、上記のとおり、少な
からず疑義があると言わざるを得ない。
　次回に述べる「（2）収益の額として益金の額
に算入する金額」等の解説に関しても、同じよ
うな事情にある。

（第5回に続く）


